


平素より当社の少額短期保険に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当社は、平成１７年６月に前身の「ありがとう共済会」を設立し、平成２０年３月に株式会社
メモリード・ライフとして少額短期保険業者の登録を受けました。平成２０年４月より「無配
当１年定期保険」（メモリード・ライフの葬儀保険）を販売開始し少額短期保険事業をスタ
ートしました。

当社が所属する少額短期保険業界は、本年で誕生から１１年目を迎え、財務局への登録業者
数は８４社となりました。従来の保険会社にない特徴と柔軟性のある商品の提供や独自の販売
チャネルの構築により業界としても大きく事業を拡大しております。

その中で、当社は事業を堅実かつ順調に拡大し、平成２７年度末現在で保有契約件数４４，８７０
件、収入保険料は１５．５億円に達し、少額短期保険業界の生保・医療分野では業界のリーダー
としての地位を確立しました。これもひとえに代理店の皆様およびお客様からのご支援の賜
物であると厚くお礼申し上げます。

当社は、冠婚葬祭事業を営むメモリードグループ各社および多くの冠婚葬祭関連の会社等
と代理店契約を締結し、葬祭ビジネスと少額短期保険（葬儀保険）との効果的な融合を図っ
てまいりました。このことにより、葬儀保険を通じて、高齢化社会における「終活」分野で
の支援事業を展開しております。

内部管理態勢につきましては、コンプライアンス関連の方針・規程に基づく厳格な運営を
行い、毎年更新されるコンプライアンス・プログラムに基づいて定期的なコンプライアンス
研修の実施・啓発を実施しています。また、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を
定期的に開催し、取締役会にも報告し、内部統制に関する状況の把握、対応策の立案、対応
策の効果の測定等を実施しています。また、検査委員会において、年間を通じた内部監査（代
理店監査を含む）計画を立案、実施し業務運営の健全性を確保しております。

以上の取り組みを通じて、よりお客様の目線で、わかりやすく、ニーズにマッチした商品
の提供、迅速な契約保全・保険金支払いおよび適時・適切な情報のご提供に努めてまいり
ます。
今後も引き続き、皆様の一層のご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げ

ます。

代表取締役社長 高原 芳信



経営の方針

●お客様にとって最適かつ多様な商品を提供します。
お客様の多様なライフイベントを的確に捉えた保障に、「より多くの方がご加入いただける」、
「ご加入時・ご請求時の簡便な手続き｣また｢各種お手続きへの迅速な対応」といった付加価
値の高い商品の提供を行って参ります。

●お客様への最高・最大のサービスの提供を心掛けます。
お客様に対しての最高・最大のサービスは低価格だと思っております。そのため、妥協を許
さない徹底した業務の効率化を、創意工夫により堅持して参ります。

●万全なリスク管理による健全な経営の実施に努めます。
少額短期保険はお客様またそのご家族のライフリスクに対する経済的準備という大きな責任
を負う商品であり、経営の健全性の確保のため、万全なリスク管理の徹底により、この責任
に必ずお応えできるための優れたソルベンシー・マージン比率（支払余力）の維持に努め
ます。

●法令遵守によりお客様に信頼される会社を目指します。
少額短期保険会社としての社会的責任と公共性を十分に認識し、全役員・全社員が法令はも
とより社会常識やルールを遵守する、コンプライアンス重視の企業風土を醸成し、お客様に
信頼される会社となることを目指します。

１



目 次

Ⅰ会社の概要および組織

１．会社の特色 …………………………………………………………………………………… ３

２．会社の沿革 …………………………………………………………………………………… ３

３．経営の組織 …………………………………………………………………………………… ４

４．株式の状況 …………………………………………………………………………………… ５

５．役員の状況 …………………………………………………………………………………… ５

６．使用人の状況 ………………………………………………………………………………… ５

Ⅱ主要な業務の内容

１．取扱商品 ……………………………………………………………………………………… ６

２．取扱サービス ………………………………………………………………………………… ６

３．保険金のお支払い …………………………………………………………………………… ７

４．再保険の状況 ………………………………………………………………………………… ７

５．保険の募集態勢 ……………………………………………………………………………… ７

６．お客様の声を経営に活かす取組 …………………………………………………………… ８

Ⅲ主要な業務に関する事項

１．２０１５事業年度における業務の概況 ………………………………………………………… １０

２．直近の３事業年度における主要な業務の状況を示す指標 ……………………………… １１

３．直近の２事業年度における業務の状況 …………………………………………………… １２

４．責任準備金の残高の内訳 …………………………………………………………………… １６

Ⅳ運営に関する事項

１．リスク管理の態勢 …………………………………………………………………………… １７

２．法令遵守の態勢 ……………………………………………………………………………… １７

３．個人情報の取り扱いについて ……………………………………………………………… １７

４．支払時情報交換制度について ……………………………………………………………… １９

５．指定紛争解決機関について ………………………………………………………………… ２０

Ⅴ財産の状況

１．計算書類 ……………………………………………………………………………………… ２１

２．保険金の支払い能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率） ………………… ２８

３．有価証券または金銭信託の取得価額または契約価額、時価および評価損益 ………… ２９

４．公衆の縦覧に供する書類に関する会計監査人の監査の有無 …………………………… ２９

５．計算書類に関する会計監査人の監査証明の有無 ………………………………………… ２９

２



平成１８年８月１日 少額短期保険業準備会社「株式会社メモリードインシュアランス
プランニング」設立

平成２０年１月２４日 「株式会社メモリード・ライフ」に社名変更
平成２０年２月５日 特定保険会社「ありがとう共済会」と共済契約包括移転の締結
平成２０年３月１９日 少額短期保険業の登録完了【関東財務局長（少額短期保険）第１８

号】
平成２０年４月１日 少額短期保険業の営業を開始

「無配当１年定期保険」、「無配当１年定期保険（無選択型）」発売
平成２０年９月１２日 「ありがとう共済会」の共済契約を包括移転により受入
平成２０年１０月１日 「無配当夫婦連生１年定期保険」を販売開始
平成２１年３月末 単年度黒字を達成
平成２１年５月１日 「無配当１年定期保険（保険金建）」発売、併せて従来の「無配当

１年定期保険」を「無配当災害死亡割増型１年定期保険（保険料
建）」に名称変更

平成２２年３月３１日 累積黒字を達成
平成２３年４月２日 「無配当１年定期保険（簡易告知型）」を販売開始
平成２３年４月１８日 インターネットWEBによるダイレクト保険販売の開始
平成２７年２月２１日 本店事務所を千代田区猿楽町に移転

平成１７年６月１日 「ありがとう共済会」を設立し「ありがとうプラン」を販売開始
平成１８年８月３日 特定保険業者届出実施（関東財務局）
平成２０年１月９日 包括移転に伴う共済契約の募集の停止
平成２０年２月５日 株式会社メモリード・ライフと共済契約包括移転の締結、共済契

約移転の公告を実施
平成２０年９月１２日 株式会社メモリード・ライフへの共済契約包括移転の実施

Ⅰ会社の概要および組織

１．会社の特色

当社は、冠婚葬祭業並びにその関連事業を行うメモリードグループの主要企業を株主

とし、平成１８年８月に設立されました。平成２０年３月に関東財務局に少額短期保険業者

として登録を完了し、同年４月１日より少額短期保険業者としての営業を開始いたしま

した。平成２０年９月に、メモリードグループの冠婚葬祭互助会の会員を対象とした「あ

りがとう共済会」の共済契約を包括移転しました。

当社は設立の経緯から、メモリードグループ等の冠婚葬祭互助会および葬祭関連事業

を行う法人等を主な販売代理店として、「無配当１年定期保険」（メモリード・ライフの

葬儀保険）を販売しています。

２．会社の沿革

⑴当社の沿革

⑵当社が包括移転を受けた共済会の沿革
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３．経営の組織

⑴所在地
［本 社］ 〒１０１‐００６４ 東京都千代田区猿楽町２‐８‐１６ 平田ビル６階

［支 社］ 現在、支社はございません。

⑵組織図（平成２８年６月１６日現在）
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株主の氏名又は名称
当社への出資状況
持株数 持株比率

株式会社メモリード（長崎）
株式会社メモリード（群馬）
株式会社セレモニー宮崎
株式会社クリエイト企画
株式会社ルクール
株式会社メルコーポレーション
株式会社メモリード東京

１４，８００株
１４，８００株
１４，８００株
１４，８００株
１４，８００株
１４，８００株
１１，２００株

１４．８％
１４．８％
１４．８％
１４．８％
１４．８％
１４．８％
１１．２％

氏 名 地 位 重要な兼職
高原 芳信 代表取締役 なし
三上 祐人 取締役 なし
吉田 卓史 取締役（社外） 株式会社メモリード（群馬）代表取締役
若松 勝利 取締役（社外） 株式会社メモリード（長崎）取締役
黒田 一夫 監査役 なし
井上 治男 監査役（社外） せいあ税理士法人代表社員

区分 平成２６年度 平成２７年度
当期増減
（△）

平成２７年度末現在
平均年齢 平均勤続年数

内務職員（＊１） ２０名 ２２名 ２名 ４３歳 ４年
営業職員 － － － － －

（＊１）内務職員数は、各年度末における人員数（出向者、パート社員を含む。）を示
します。

４．株式の状況

⑴株式数
○発行可能株式総数 ６００千株

○発行済株式の総数 １００千株

⑵株主数
○平成２７年度末株主数 ７名

⑶株 主（平成２７年度末現在）

５．役員の状況（平成２８年６月１６日現在）

６．使用人の状況
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Ⅱ主要な業務の内容

１．取扱商品

⑴無配当災害死亡割増型１年定期保険（保険料建）
主に高齢者の葬儀費用準備を目的とした保険商品です。

万一の保障を確保できる掛け捨ての保険商品です。保険料（掛金）は更新後も変わ

りません。

①更新は満９９歳まで可能です。

②保険期間中に死亡された場合は死亡保険金をお支払いいたします。

③保険料（掛金）は更新後も変わりませんが、保険金額（保障額）は逓減します。

④災害死亡保険金額は死亡保険金額と同額です。

⑵無配当１年定期保険（保険金建）
主に高齢者の葬儀費用準備を目的とした商品です。

万一の保障を確保できる掛け捨ての保険商品です。保険金額（保障額）は更新後も

変わりません。

①更新は満９９歳まで可能です。

②保険期間中に死亡された場合は死亡保険金をお支払いいたします。

③万一のときの必要資金にあわせた死亡保険金額が設定でき、保険金額は１０万円単位

でお申し込みいただけます。

④保険金額（保障額）は更新後も変わりませんが、保険料（掛金）は逓増します。

⑤災害死亡給付特約を付加することで、不慮の事故による死亡保障が充実できます。

⑶無配当１年定期保険（簡易告知型）
簡易な告知（悪性新生物、脳血管疾患および心疾患に限定）のみで万一の保障を確

保できる掛け捨ての保険商品です。

①更新は満８９歳まで可能です。

②保険期間中に死亡された場合は死亡保険金をお支払いいたします。

③保険金額（保障額）は変わりませんが、保険料（掛金）は更新後変動します。

２．取扱サービス

⑴当社ホームページ経由でのダイレクト保険申込
当社のホームページにおいて、保険契約の申し込み（健康状態の告知、保険料振替

口座の確認などを含む）の手続きを完結できるダイレクト販売を取り扱っています。

本取扱により、新契約時のお客様の利便性を改善することが可能となりました。

⑵当社ホームページを利用しての契約内容変更手続き
当社ホームページ上で、直接ご契約者様が、契約者様・被保険者様のご住所、電話
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お支払い件数 ９３９件
お支払い非該当件数 １７件

詐欺による取消 ０件
不法取得目的による無効 ０件
告知義務違反による解除 １４件
重大事由による解除 ０件
免責事由に該当 ３件

番号等の変更手続きが可能です。郵送等による事務の煩雑さを改善しました。

⑶保険金クイック支払サ－ビス
死亡保険金の５０％を翌営業日にお支払するサービスを提供しています。

当社は保険金請求書類を受付けした翌営業日に死亡保険金の５０％をお支払いしま

す。残りの５０％の死亡保険金はその他の保険金請求書類が完備した時にお支払いしま

す。なお、契約後２年以内の死亡等の場合で、「保険金クイック支払サービス」の対

象とならない場合もございます。

３．保険金のお支払い

保険金・給付金のお支払いは当社にとって最も重要な業務のひとつです。当社では保

険金の適正なお支払いを担保するとともに、お支払い業務に関する組織、支払プロセス

を適切に管理・運営するとともに、保険金支払い漏れ等が発生しない態勢づくりに努め

ております。

お支払いの状況（平成２７年度）

４．再保険の状況

現在、当社では再保険契約の引受並びに保険契約の出再は実施しておりません。

５．保険の募集態勢

⑴保険の募集方法
メモリードグループの各法人代理店および個人代理店を通じた直接販売を主な募集

方法としています。法人代理店の使用人、個人代理店ともに出勤義務を負う雇用（ま

たは委託契約）となっているため、継続的かつ日常的な教育・指導・管理が可能とな

っています。

上記代理店に加え冠婚葬祭業等を業とする法人に対する代理店設置を積極的に展開

しています。

さらにインターネット等を活用した直接販売、通信販売にも注力しており、それぞ

れの募集チャネル、募集プロセスに基づいた募集方法の適正な運営を行っています。

平成２７年度末の代理店数は法人代理店１００店、個人代理店５３６店、合計６３６店となり
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ました。

⑵当社の勧誘方針
当社は「勧誘方針」を定め、適正な保険募集の推進と顧客保護に努めています。

①少額短期保険商品（以下、「保険商品」といいます。）の販売等に際して、各種法令

等を遵守し、適正な勧誘に努めます。

・保険業法、金融商品の販売等に関する法律、保険法、消費者契約法その他各種法

令・諸規則を遵守することは勿論、保険制度が健全に運営されるよう努めます。

・販売等にあたっては、お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容

や説明方法について創意工夫し、適正な募集活動を行って参ります。

②お客様のライフ・プランに合った保険商品の勧誘に努めます。

・お客様のプライバシーやモラルリスクの排除に十分配慮しつつ、お客様のライフ

プランをベースに、お客様のご意向や実情に合った商品を販売いたします。

③お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等

の創意工夫に努めます。

・販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所につい

て十分に配慮します。

・お客様と直接対面しない勧誘・販売（例えば通信販売等）を行う場合においては、

説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。

④お客様にご信頼・ご満足いただけるよう努めます。

・社内（代理店）研修等により、十分な商品説明や適正な勧誘方法の確保に努め

ます。

・お客様の様々なご意見等を十分お聞きし、その後の保険商品の販売・勧誘に反映

します。

６．お客様の声を経営に活かす取組

⑴取組内容と態勢
当社では、お客様窓口としてコールセンターを設置しており、お客様からの様々な

お問い合わせに対応しております。新契約関係、保険金等の支払関係についてさらに

詳しい説明が必要な場合は、それぞれの部門の担当者が、丁寧にわかりやすい説明を

行っております。

お客様の声のうち、平成２７年度の苦情とされる件数は、２０件となり前年度比２件増

加しました。

当社にお寄せいただいた苦情を含めた「お客様の声」は、社内にて調査・分析を行

い、関係部門で業務改善等を検討のうえ、実施可能な事項については順次改善を進め

てまいります。

当年度は、保険金支払に関し、受取人の本人確認書類を印鑑登録証明書に代えて本

人確認のできる書類（運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証等）と

し、お客様の利便性を高めました。
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項 目
平成２６年度 平成２７年度

件数 占有率 件数 占有率
新契約関係 ６件 ３３％ ４件 ２０％
収納関係 件 ０％ 件 ０％
保全関係 ６件 ３３％ １２件 ６０％
保険金関係 ３件 １７％ ２件 １０％
その他 ３件 １７％ ２件 １０％
総計 １８件 １００％ ２０件 １００％

今後も「お客様の声」を真摯に受けとめ、業務改善を行い「お客様満足の向上」に繋

げてまいります。

⑵苦情の受付け状況
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Ⅲ主要な業務に関する事項

１．２０１５事業年度における業務の概況

⑴主要な事業内容
当社は、「無配当１年定期保険（保険金建）」、「無配当災害死亡割増型１年定期保険

（保険料建）」および「無配当１年定期保険（簡易告知型）」の３種類の保険商品と「災

害死亡給付特約」を、販売しています。

主な販売チャネルは冠婚葬祭互助会の法人・個人代理店、葬儀関連業種の法人代理

店、住宅関連の法人代理店としています。

主な販売方法は、葬儀費用等を準備するための「葬儀保険」としての販売、高齢者

入居時の賃貸住宅オーナーの不安を解消する「高齢入居者安心保険」アンド・ユーの

販売などです。

⑵金融経済環境
雇用・所得環境の改善が続くなか、海外経済で弱さがみられており、中国を始めと

するアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスク

があります。こうしたなかで、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の

影響に留意する必要があり、また平成２８年（２０１６年）熊本地震の経済に与える影響に

十分留意する必要があると考えられます。

⑶事業の経過および成果
新契約実績は件数で８，８３４件（前期比１０７．８％）、年換算保険料で２５８，５０５千円（前期

比１０１．６％）と、いずれも前期を上回る実績となり、年度末の保有契約は４４，８７０件（前

期比１０９．２％）、年換算保険料で１，６３５，５３３千円（前期比１１２．５％）となりました。

収入面については、収入保険料が１，５５３，０３９千円（前期比１１１．８％）、支出面では、事

業費が５５５，５６８千円（１０７．１％）、当期純利益は２１３，６８９千円（前期比１０５．２％）でした。

⑷今後の課題
当社の主力代理店であるメモリードグループにおける販売額の増減によって当社の

事業成績は大きく変動します。メモリードグループからの販売額を安定させるため

に、引き続き、代理店に対する教育・指導および販売奨励を積極的に展開し、コンプ

ライアンスに基づく販売効率の引き上げ、販売額の拡大を図ります。

一方、販売チャネルの多様化により販売額の安定的な拡大を図るために、その他の

冠婚葬祭互助会系代理店、葬儀関連業系代理店の販売力向上と代理店数の増強にも注

力します。

さらに、インターネットを通じた直接販売、メディア等を活用した通信販売等に関

しても積極的な投資を実行し、同様に販売チャネルの拡大と安定化を推進します。

上記の各販売チャネルの販売増進のために現行商品の改定、チャネル特性に合った

新規商品の開発、販売推進策の展開を行います。
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（区 分） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
経常収益 １，２０４，３４８ １，３９０，８６４ １，５５５，６１５
経常利益 ２０９，９８４ ３０４，１９７ ３２６，７３９
当期純損益 １４７，２２３ ２０３，１４６ ２１３，６８９
資本金の額 ２５０，０００ ２５０，０００ ２５０，０００
発行済株式の総数 １００，０００ １００，０００ １００，０００
純資産額 ９７０，９１０ １，１５３，５９６ １，３４５，２９０
総資産額 １，４８７，７６９ １，７４５，００５ １，９６３，０６２
責任準備金残高 ３８６，８６３ ４３２，３２２ ４５０，３２３
有価証券残高 １１５，９２３ １１９，９５７ １２５，５１３
ソルベンシー・マージン比率 ５，５９２．２％ ６，０９１．６％ ６，５３４．２％
配当性向 １７．０％ １４．８％ １４．０％
従業員数 １８ ２０ ２２
正味収入保険料の額 １，２００，０３２ １，３８６，１３４ １，５５０，５７９

（単位：千円）

※当社の少額短期保険業の営業開始日は平成２０年４月１日です。
※純資産額は保険業法上の純資産額です。
（保険業法第２７２条の４第１項第３号及び保険業法施行規則第２１１条の８による）
※従業員数には出向者、パート社員を含めております。

２．直近の３事業年度における主要な業務の状況を示す指標 Ⅰ
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区 分 平成２６年度 平成２７年度
生命保険・医療保険 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９

死亡保険 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９
医療保険 － －

その他 － －
合 計 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９

（単位：千円）

＊正味収入保険料とは、（保険料－解約返戻金－その他返戻金）－（再
保険料－再保険返戻金）

区 分 平成２６年度 平成２７年度
生命保険・医療保険 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９

死亡保険 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９
医療保険 － －

その他 － －
合 計 １，３８６，１３４ １，５５０，５７９

（単位：千円）

＊元受正味保険料とは、（保険料－解約返戻金－その他返戻金）

区 分 平成２６年度 平成２７年度
生命保険・医療保険 ３０４，７００ ３２９，１３９

死亡保険 ３０４，７００ ３２９，１３９
医療保険 － －

その他 － －
合 計 ３０４，７００ ３２９，１３９

（単位：千円）

＊異常危険準備金繰入は含んでおりません。
＊保険引受利益は、以下の定義により算出しております。
経常損益－キャピタル損益－臨時損益＝保険引受利益（基礎利益）

３．直近の２事業年度における業務の状況

⑴主要な業務の状況を示す指標等
①正味収入保険料

②元受正味保険料

③支払再保険料

該当事項はありません。

＊支払再保険料とは、（再保険料－再保険返戻金－その他の再保険収入）

④保険引受利益
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区 分 平成２６年度 平成２７年度
生命保険・医療保険 ５１５，６８１ ６３９，５４７

死亡保険 ５１５，６８１ ６３９，５４７
医療保険 － －

その他 － －
合 計 ５１５，６８１ ６３９，５４７

（単位：千円）

＊正味支払保険金とは、（保険金等－回収再保険金）

区 分 平成２６年度 平成２７年度
生命保険・医療保険 ５１５，６８１ ６３９，５４７

死亡保険 ５１５，６８１ ６３９，５４７
医療保険 － －

その他 － －
合 計 ５１５，６８１ ６３９，５４７

（単位：千円）

＊元受正味保険金とは、（元受契約の支払保険金－元受契約にかかる求
償等により回収した金額）

区分
平成２６年度 平成２７年度

正 味
損害率

正 味
事業費率 合算率 正 味

損害率
正 味
事業費率 合算率

生命保険・医療保険 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％
死亡保険 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％
医療保険 － － － － － －

その他 － － － － － －
合計 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％

＊正味損害率とは、（正味支払保険金／正味収入保険料）×１００
＊正味事業費率とは、（正味事業費／正味収入保険料×１００）
＊合算率とは、（正味損害率＋正味事業費率）

⑤正味支払保険金

⑥元受正味保険金

⑦回収再保険金

該当事項はありません。

⑵保険契約に関する指標等
①契約者配当金の額

該当事項はありません。

②正味損害率、正味事業費率およびその合算率
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区分
平成２６年度 平成２７年度

元 受
損害率

元 受
事業費率 合算率 元 受

損害率
元 受
事業費率 合算率

生命保険・医療保険 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％
死亡保険 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％
医療保険 － － － － － －

その他 － － － － － －
合計 ３７．２％ ３７．４％ ７４．６％ ４１．２％ ３５．８％ ７７．０％

＊元受損害率とは、（保険金＋給付金）／（保険料－解約返戻金－その他返戻金）×１００
＊元受事業費率とは、事業費／（保険料－解約返戻金－その他返戻金）×１００
＊合算率とは、（元受損害率＋元受事業費率）

区分
平成２６年度 平成２７年度

普 通
支払備金

IBNR
支払備金 合 計 普 通

支払備金
IBNR
支払備金 合 計

生命保険・医療保険 ４１，７９３ ４７，５１２ ８９，３０５ ４４，２３９ ５８，３２８ １０２，５６８
死亡保険 ４１，７９３ ４７，５１２ ８９，３０５ ４４，２３９ ５８，３２８ １０２，５６８
医療保険 － － － － － －

その他 － － － － － －
合計 ４１，７９３ ４７，５１２ ８９，３０５ ４４，２３９ ５８，３２８ １０２，５６８

（単位：千円）

＊IBNR支払備金とは、既発生未報告支払備金のことであり、「保険業法施行規則第
２１１条の５２において準用する規則第７３条第１項第２号の規定に基づく支払備金と
して積み立てる金額を定める件（平成１８年３月１０日金融庁告示第１７号）」第２条
の規定により、算出しております。

区分
平成２６年度 平成２７年度

普通責任
準備金

異常危険
準備金

契約者配
当準備金 合計 普通責任

準備金
異常危険
準備金

契約者配
当準備金 合計

生命保険・医療保険 ４０２，６６２ ２９，６５９ － ４３２，３２２ ４１８，２６４ ３２，０５９ － ４５０，３２３
死亡保険 ４０２，６６２ ２９，６５９ － ４３２，３２２ ４１８，２６４ ３２，０５９ － ４５０，３２３
医療保険 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －
合計 ４０２，６６２ ２９，６５９ － ４３２，３２２ ４１８，２６４ ３２，０５９ － ４５０，３２３

（単位：千円）

③元受損害率、元受事業費率およびその合算率

④再保険関係に関する諸数値

当社は再保険取引を行っていないため、該当事項はありません。

⑶経理に関する指標等
①支払備金

②責任準備金
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損害率の上昇シナリオ 発生損害率が１％上昇すると仮定

計算方法

・増加する発生損害額＝既経過保険料の１％
・増加する発生損害額を考慮しても異常危険準備金の
取り崩しをすべき金額になりません。

・経常利益の減少額＝増加する発生損害額

経常利益の減少額 平成２６年度 平成２７年度
１３，６８５千円 １５，２９９千円

区分
平成２６年度 平成２７年度

金 額 構成比 金 額 構成比
現預金 １，２８４，３１３ ７３．６％ １，４８２，２７６ ７５．５％
金銭信託 － － － －
有価証券 １１９，９５７ ６．９％ １２５，５１３ ６．４％
運用資産計 １，４０４，０５４ ８０．５％ １，６０７，５３８ ８１．９％
総資産 １，７４５，００５ １００．０％ １，９６３，０６２ １００．０％

（単位：千円）

＊運用資産計とは、預貯金、金銭の信託及び有価証券の合計額です。

区 分
平成２６年度 平成２７年度

収入金額 利回り 収入金額 利回り
現預金 １，０１７ ０．０９％ １，２０３ ０．０９％
金銭信託 － － － －
有価証券 ７１１ ０．６１％ ７１２ ０．５９％
その他 ６００ ０．８９％ ６４５ ０．８４％
合計 ２，３２８ ０．１７％ ２，５６２ ０．１６％

（単位：千円）

＊運用利回りは、収入金額を月末残平均運用額で除して算出しています。

区分
平成２６年度 平成２７年度

額面金額 利回り 構成比 額面金額 利回り 構成比
国債 １８４，０００ ０．７２％ １００．０％ １９３，０００ ０．７１％ １００．０％
その他の証券 － － － － － －
合計 １８４，０００ ０．７２％ １００．０％ １９３，０００ ０．７１％ １００．０％

（単位：千円）

＊国債で供託している有価証券も含めて表示しております。

③利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高

該当事項はありません。

④損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動

⑷資産運用に関する指標等
①資産運用の概況

②利息配当収入の額および運用利回り

③保有有価証券の種類別残高、利回り、構成比
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区分
平成２６年度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０年超 合計

国債 － － １３，０００ １０，０００ １６１，０００ － １８４，０００
その他の債券 － － － － － － －
合計 － － １３，０００ １０，０００ １６１，０００ － １８４，０００

（単位：千円）

区分
平成２７年度

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 １０年超 合計

国債 － － １３，０００ ５０，０００ １３０，０００ － １９３，０００
その他の債券 － － － － － － －
合計 － － １３，０００ ５０，０００ １３０，０００ － １９３，０００

（単位：千円）

＊残高は額面金額で記載しております。
＊国債で供託している有価証券も含めて表示しております。
上記金額のうち、７９，０００千円（額面総額）の国債を供託金として供託しております。

区 分 平成２６年度 平成２７年度
金額 １９９ ２４０

（単位：千円）

＊保険業法第１１５条の規定により、計上しております。

種 目 未経過保険料
（Ａ）

危険保険料
積み増し（Ｂ） 収支残（Ｃ） 当期末普通責

任準備金（Ｃ）
死 亡 保 険 １５３，０５５ １，１４４ ４１８，２６４ ４１８，２６４
そ の 他 － － － －
合 計 １５３，０５５ １，１４４ ４１８，２６４ ４１８，２６４

（単位：千円）

（注）未経過保険料（Ａ）と危険保険料積み増し（Ｂ）の合計額と、収支残（Ｃ）
のいずれか大きい金額を当期末普通責任準備金として計上しており
ます。

種 目 普通責任
準備金

異常危険
準備金

契約者
配当準備金

当期末
責任準備金

死 亡 保 険 ４１８，２６４ ３２，０５９ － ４５０，３２３
そ の 他 － － － －
合 計 ４１８，２６４ ３２，０５９ － ４５０，３２３

（単位：千円）

④保有有価証券の残存期間別残高

⑤価格変動準備金

４．責任準備金の残高の内訳

当事業年度末における責任準備金残高の内訳は、以下の通りです。
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Ⅳ運営に関する事項

１．リスク管理の態勢

当社は、健全な財務基盤の確保、並びに適切かつ確実な保険金支払業務を実行するた

めに、これを阻害する恐れのある全てのリスクを整理・分析し、これらのリスクを統合

的に管理することとしています。当社の役職員は統合的リスク管理の重要性を十分に認

識したうえで、自らの関連する業務に関するリスクを適切に管理しなければなりま

せん。

当社で管理対象とするリスクは、保険引受リスク、流動性リスク、資産運用リスク、

事務リスク、システムリスクに分類しています。

リスク管理委員会は、各部門と連携し、これらのリスクの状況を随時モニタリングし、

重要リスクを抽出して、その対応策を提案・実行します。またリスク管理の状況はリス

ク管理委員会において審議の上で、定期的に取締役会に報告します。

２．法令遵守の態勢

当社は、少額短期保険業という公共性の高い事業を行うものとして、お客様に対する

責任、また株主、代理店、社員および地域というステークホルダーに対して企業が有す

る責任を果たすため、適切・的確な経営管理を最も重要な課題と位置づけ、健全かつ透

明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築しています。

具体的には、取締役会の下にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに

関する基本方針・規程に基づきコンプライアンスを推進します。またコンプライアンス

の推進状況の把握、違反行為発生時の再発防止策の検証等に関して、定期的に取締役会

への報告を行います。また、反社会的勢力に対する基本方針を定めて、当社ホームペー

ジに掲載するとともに、社内および代理店等に周知しています。

コンプライアンス重視の企業風土を醸成するために、定期的にコンプライアンス研修

を実施し、役職員に対する教育、啓発に努めています。

３．個人情報の取り扱いについて

当社は、お客様の個人情報（特定の個人を識別することができる情報をいいます。）

保護の重要性を認識し、お客様に対してご満足いただける商品、サービスを提供してい

く上でお客様の個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講

ずるため、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、これを遵守、実行いたします。

⑴．法令等の遵守

当社は、個人情報（個人番号および特定個人情報を含みます。）を取り扱う際に、「個

人情報保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）」等、その他国が定めたガイドライ

ンにおける義務およびプライバシーポリシーを遵守します。
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⑵．個人情報の取得について

当社は、適法で公正な手段により、業務上必要な範囲内で個人情報を取得します。

⑶．取得する個人情報の種類

保険契約のお引受け等に必要な情報として、お客様のお名前、住所、生年月日、性

別等、お客様に関する必要最小限の個人情報を取得いたします。また、当社が提供す

る各種サービスに関連し、必要な情報のご提出をお願いする場合があります。

⑷－１．個人情報の利用目的

当社は、個人情報（特定個人情報等を除きます。）について、その利用目的を以下

のとおりに特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。なお、

利用目的を変更するときは、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により

公表いたします。
●各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金等のお支払い
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険契約に関連・付随する業務

⑷－２．特定個人情報等の利用目的

当社は、特定個人情報等について、支払調書作成事務等の番号法に定められた事務

処理に必要な範囲で利用いたします。

⑸．センシティブ情報のお取り扱い

お客様のセンシティブ情報につきましては、「保険業法施行規則第５３条の１０」およ

び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第６条」により、お客様の

同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と

認められる場合に利用目的が限定されています。当社は、これらの利用目的以外には、

センシティブ情報を取得、利用または第三者へ提供いたしません。

⑹．第三者への提供

当社は、法令等で定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個

人情報（特定個人情報等を除きます。）を第三者へ提供することはいたしません。

また、当社は、お客様の個人情報（特定個人情報等を除きます。）を共同利用させ

ていただく場合には、法令等で定める必要事項をあらかじめご通知、又は公表させて

いただいた上で実施いたします。

なお、特定個人情報等は、法令に定める場合を除いて、お客様の同意があっても第

三者への提供はいたしません。

⑺．個人情報の管理について

当社では、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、および個人情報の適正な利

用また情報の安全管理のために、取扱規程等の整備、不正アクセスの防止、その他の

安全管理措置の実施等により、十分なセキュリティ対策を講じてまいります。

⑻．委託先の監督

当社が、お預かりした個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、委託先の選

定基準を定め、個人情報の管理について十分なセキュリティ水準にあることを確認の

うえ選定し、委託後についても業務の遂行状況他の必要かつ適切な監督を行います。
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⑼．社内体制の継続的改善

当社は、個人情報を適正に取り扱うため内部規定の整備、全役員並びに社員への教

育、内部監査の実施、情報技術の発展や社会的要請の変化を踏まえて管理体制の見直

し等により、個人情報保護のための社内体制について継続的改善に努めます。

⑽．お問合わせ窓口

個人情報の開示、訂正等のご請求および個人情報の取扱いに関するご意見、ご要望

ならびにお問合わせにつきましては、下記窓口にて承ります。

株式会社メモリード・ライフ

総務部 経営企画課

電話番号：０３－３２３３－０２１３

受付時間：９時から１７時（土・日・祝日・年末年始を除く。）

４．支払時情報交換制度について

保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがありま

す。当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各社、特定の

損害保険会社（以下「少額短期保険業者等」といいます。）とともに、お支払いの判断

または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいま

す。）の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各

少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同し

て利用しております。

保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合

に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部について、一般

社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他

の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会

に対して情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。相互照会

される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が、相互照

会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供され

た情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払いの判断の参考とする

ために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありませ

ん。照会を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しな

かったときは、照会の事実は消去されます。各少額短期保険業者等は「支払時情報交換

制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保

険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定める手続きに

従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、

訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照

会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用

停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細につ
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保険種目 照会項目 回答項目
生命・入院保
険等

・被保険者の氏名・
生年月日・性別・住
所（市・区・郡まで）

・保険種類・契約日・復活日・消滅日・保険契約
者の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金等
受取人の氏名および被保険者との続柄・死亡保険
金額・給付金日額・各特約内容・保険料および払
込方法・照会を受けた日から５年以内に発生した
保険事故に関する保険事故発生日、死亡日、入院
日、退院日、対象となる保険事故

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ（http://www.shougakutanki.jp/）
をご参照ください。

いては、当社までご連絡ください。

相互照会事項

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係るものは

除きます。

詳細につきましては以下をご参照ください。

株式会社メモリード・ライフ

顧客サービス部

電話番号：０３－３２３３－０２１１

受付時間：９時から１７時（土・日・祝日・年末年始を除く。）

５．指定紛争解決機関について

当社はお客様からお申出いただいた苦情等につきまして、解決に向けて真摯な対応に

努める所存でございます。なお、お客様の要望により、当社加入協会（日本少額短期保

険協会）の指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくこともできま

すので、ご案内申し上げます。

詳細につきましては以下をご参照ください。

＜指定紛争解決機関＞

一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」

電話（フリーダイヤル）：０１２０－８２－１１４４

Ｆ Ａ Ｘ：０３－３２９７－０７５５

受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１７：００

受 付 日：月曜日から金曜日（祝日および年末年始休業期間を除く）

２０



科目 平成２６年度 平成２７年度 科目 平成２６年度 平成２７年度
（資産の部） （負債の部）
現金及び預貯金 １，２８４，３１３ １，４８２，２７６ 保険契約準備金 ５２１，６２７ ５５２，８９１
現金 ２１６ ２５２ 支払備金 ８９，３０５ １０２，５６８
預貯金 １，２８４，０９７ １，４８２，０２４ 責任準備金 ４３２，３２２ ４５０，３２３

有価証券 １１９，９５７ １２５，５１３ 代理店借 １９，４５６ ２３，７０８
国債 １１９，９５７ １２５，５１３ 再保険借 － －
地方債 － － 短期社債 － －
その他の証券 － － 社債 － －
有形固定資産 １０，０５８ ９，５７２ 新株予約権付社債 － －
土地 － － その他負債 ７９，９８４ ７３，２３１
建物 － － 借入金 － －
リース資産 ２，５０２ １，６４４ 未払法人税等 ６６，７２１ ５９，６２２
建設仮勘定 － － 未払金 － －
その他の有形固定資産 ７，５５５ ７，９２７ 未払費用 ９，５５８ １０，５９２
無形固定資産 ４３，２１０ ３０，０７４ 前受収益 － －
ソフトウェア ４３，２１０ ３０，０７４ 預り金 ７８２ ７９３
のれん － － リース債務 ２，５７４ １，７１６
リース資産 － － 資産除去債務 － －
その他の無形固定資産 － － 仮受金 ３４７ ５０５
代理店貸 － － その他の負債 － －
再保険貸 － － 退職給付引当金 － －
その他資産 ２１７，４６６ ２３６，６２５ 役員退職慰労引当金 － －
未収金 ２０１，１７８ ２２３，８６２ 価格変動準備金 １９９ ２４０
未収保険料 － － 繰延税金負債 － －
前払費用 ３７１ １，２２４ 負債の部合計 ６２１，２６７ ６５０，０７１
未収収益 １，３１３ １，４５９（純資産の部）
仮払金 － ５９ 資本金 ２５０，０００ ２５０，０００
預託金 ９，４６９ ９，４６９ 新株式申込証拠金 － －
その他の資産 ５，１３３ ５４９ 資本剰余金 ２５０，０００ ２５０，０００

繰延税金資産 － － 資本準備金 ２５０，０００ ２５０，０００
供託金 ７０，０００ ７９，０００ その他資本剰余金 － －

利益剰余金 ６１７，４９６ ８０１，１８５
利益準備金 － －
その他利益剰余金 ６１７，４９６ ８０１，１８５
繰越利益剰余金 ６１７，４９６ ８０１，１８５

自己株式 － －
自己株式申込証拠金 － －
株主資本合計 １，１１７，４９６ １，３０１，１８５
その他有価証券評価差額金 ６，２４１ １１，８０５
繰延ヘッジ損益 － －
土地再評価差額金 － －
評価・換算差額等合計 ６，２４１ １１，８０５
新株予約権 － －
純資産の部合計 １，１２３，７３７ １，３１２，９９０

資産の部合計 １，７４５，００５ １，９６３，０６２ 負債及び純資産の部合計 １，７４５，００５ １，９６３，０６２

（単位：千円）

Ⅴ財産の状況

１．計算書類
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科 目 平成２６年度 平成２７年度
経常収益
保険料等収入
保険料
再保険収入
回収再保険金
再保険手数料
再保険返戻金
その他再保険収入

責任準備金等戻入額
支払備金戻入額
責任準備金戻入額

資産運用収益
利息及び配当金等収入
その他運用収益

その他経常収益

１，３９０，８６４
１，３８８，５３０
１，３８８，５３０

－
－
－
－
－
－
－
－

２，３２８
２，３２８
－
－

１，５５５，６１５
１，５５３，０３９
１，５５３，０３９

－
－
－
－
－
－
－
－

２，５６２
２，５６２
－
１３

経常費用
保険金等支払金
保険金等
解約返戻金等
契約者配当金
再保険料

責任準備金等繰入額
支払備金繰入額
責任準備金繰入額

資産運用費用
事業費
営業費及び一般管理費
税金
減価償却費
退職給付引当金繰入額

その他経常費用

１，０８６，６６７
５１８，０７７
５１５，６８１
２，３９５
－
－

４９，５４６
４，０８７
４５，４５８

７９
５１８，９６３
４９７，５８０
２，１７１
１９，２１２

－
－

１，２２８，８７６
６４２，００７
６３９，５４７
２，４５９
－
－

３１，２６３
１３，２６２
１８，００１

３５
５５５，５６８
５３３，０３７
２，３９７
２０，１３３

－
－

経常利益（又は経常損失） ３０４，１９７ ３２６，７３９
特別利益
負ののれん発生益
価格変動準備金戻入額
その他特別利益

６，１５０
－
－

６，１５０

－
－
－
－

特別損失
価格変動準備金繰入額
その他特別損失

２４８
３７
２１０

３，２５０
４０

３，２１０
契約者配当準備金繰入額
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）
法人税及び住民税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益（又は当期純損失）

－
３１０，０９９
１０６，９５２

－
１０６，９５２
２０３，１４６

－
３２３，４８８
１０９，７９８

－
１０９，７９８
２１３，６８９

（単位：千円）

⑵損益計算書

２２



科 目 平成２６年度 平成２７年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
保険料の収入
再保険収入
保険金等支払による支出
解約返戻金等支払による支出
再保険料支払による支出
事業費の支出
その他
小 計
利息及び配当金等の受取額
利息の支払額
契約者配当金の支払額
その他
法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

１，３６２，５１４
－

△５１５，６８１
△２，３９５

－
△４９８，９５９

△３０６
３４５，１７２
２，０５２
△７９
－
－

△８１，２０２
２６５，９４２

１，５３１，６０５
－

△６３９，５４７
△２，４５９

－
△５３０，５３６

１７１
３５９，２３２
２，４１６
△３５
－
－

△１１６，８９７
２４４，７１４

投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加）
有価証券の取得による支出
有価証券の売却・償還による収入
保険業法第１１３条繰延資産の取得による支出
その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

－
△３５
－
－

△２８，６６１
△２８，６９６

△２００，０００
７
－
－

△１６，７５８
△２１６，７５１

財務活動によるキャッシュ・フロー
借入による収入
借入金の返済による支出
社債の発行による収入
社債の償還による支出
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

－
－
－
－
－
－
－

△２５，０００
－

△２５，０００

－
－
－
－
－
－
－

△３０，０００
－

△３０，０００
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） ２１２，２４５ △２，０３６
現金及び現金同等物期首残高 ５２２，０６８ ７３４，３１３
現金及び現金同等物期末残高 ７３４，３１３ ７３２，２７６

（単位：千円）
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科 目 平成２６年度 平成２７年度
株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

当期末残高
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

当期末残高
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計

当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計

当期末残高
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高

２５０，０００

－
２５０，０００

２５０，０００

２５０，０００

４３９，３４９

△２５，０００
２０３，１４６
１７８，１４６
６１７，４９６

９３９，３４９

△２５，０００
２０３，１４６
１７８，１４６

１，１１７，４９６

２，２４２

３，９９８
３，９９８
６，２４１

９４１，５９２

△２５，０００
２０３，１４６
３，９９８

１８２，１４５
１，１２３，７３７

２５０，０００

－
２５０，０００

２５０，０００

２５０，０００

６１７，４９６

△３０，０００
２１３，６８９
１８３，６８９
８０１，１８５

１，１１７，４９６

△３０，０００
２１３，６８９
１８３，６８９

１，３０１，１８５

６，２４１

５，５６４
５，５６４
１１，８０５

１，１２３，７３７

△３０，０００
２１３，６８９
５，５６４

１８９，２５３
１，３１２，９９０

（単位：千円）

⑷株主資本等変動計算書
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注記事項
Ⅰ重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．計算書類の作成方法について

当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成

１８年度法務省令第１３号）の規定のほか、「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）

に準拠して作成しております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券はその他有価証券であり、金融商品会計基準（時価会計）を適用、全部純資

産直入法により処理しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法により、償却しております。

無形固定資産：ソフトウエア（自社使用分）については社内における利用可能期間（５

年）による定額法によっております。

リース資産 ：リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。

５．退職給付引当金の計上方法

該当事項はありません。

６．価格変動準備金の計上方法

価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定により算出した額を計上しております。

７．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項

金融商品は日本国債のみ保有しております。時価で評価し、上記のとおり全部純資産

直入法により処理しております。その他有価証券評価差額金として１１，８０５千円計上して

います。

８．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項

該当事項はありません。

９．消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

１０．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 １５，１５２千円

２．保険業法第１１３条に規定する繰延資産

該当事項はありません。
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Ⅲ損益計算書に関する注記

１．利息及び配当金収入の内訳

預貯金利息 １，２０３千円

有価証券利息・配当金 ７１２千円

その他利息配当金 ６４５千円

２．正味収入保険料 １，５５０，５７９千円

３．正味支払保険金 ６３９，５４７千円

４．再保険に関する諸数値

該当事項はありません。

Ⅳキャッシュ・フロー計算書に関する注記

１．キャッシュ・フロー計算書は、直接法により作成しております。

２．現金及び現金同等物の範囲

貸借対照表の「現金及び預貯金」勘定 １，４８２，２７６千円

うち、預入期間が３カ月を超える定期預金 ７５０，０００千円

キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物期末残高 ７３２，２７６千円

Ⅴ株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数

発行済株式 普通株式

前事業年度末株式数 １００，０００株

当事業年度増加株式数 －

当事業年度減少株式数 －

当事業年度末株式数 １００，０００株

２．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成２７年６月１９日の定時株主総会において次の通り決議されました。

配当金の総額 ３０，０００千円

配当金の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 ３００円

基準日 平成２７年３月３１日

効力発生日 平成２７年７月１日

３．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成２８年６月１６日開催の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 ３０，０００千円

配当金の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 ３００円

２６



基準日 平成２８年３月３１日

効力発生日 平成２８年７月１日

Ⅵ関連当事者との取引に関する注記

注記の対象となる関連当事者との取引はありません。

Ⅶ一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 １３，１２９円９０銭

保険業法上の一株当たり純資産額 １３，４５２円９０銭

一株当たり当期純利益金額 ２，１３６円８９銭

Ⅷ重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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平成２６年度 平成２７年度
⑴ソルベンシー・マージン総額 １，１２３，５３３ １，３１５，１７２
①純資産の部の合計額（繰延資産等控除後の額） １，０８７，４９６ １，２７１，１８５
②価格変動準備金 １９９ ２４０
③異常危険準備金 ２９，６５９ ３２，０５９
④一般貸倒引当金
⑤その他有価証券評価差額（税効果控除前）（９９％又は１００％） ６，１７８ １１，６８６
⑥土地の含み損益（８５％又は１００％）
⑦契約者配当準備金の一部（除、翌期配当所要額）
⑧将来利益
⑨税効果相当額
⑩負債性資本調達手段等
告示（第１４号）第２条第３項第５号イに掲げるもの（⑩⒜）
告示（第１４号）第２条第３項第５号ロに掲げるもの（⑩⒝）

⑵リスクの合計額√［R１２＋R２２］＋R３＋R４ ３６，８８７ ４０，２５５
保険リスク相当額 ３３，０８６ ３５，７６８
R１一般保険リスク相当額 ３３，０８６ ３５，７６８
R４巨大災害リスク相当額

R２資産運用リスク相当額 １４，０４６ １６，０８２
価格変動等リスク相当額 １，１９９ １，２５５
信用リスク相当額 １２，８４７ １４，８２７
子会社等リスク相当額
再保険リスク相当額
再保険回収リスク相当額

R３経営管理リスク相当額 ９４２ １，０３７
⑶ソルベンシー・マージン比率 ⑴／｛（１／２）×⑵｝ ６，０９１．６ ６，５３４．２

（単位：千円、％）

２．保険金の支払い能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）

＊ソルベンシー・マージンとは、「支払余力」という意味です。
保険会社は将来の保険金などの支払について責任準備金を積み立てており、通常予測

できる範囲のリスクについては責任準備金の範囲内で対応できます。しかし、大規模な

環境変化によって、予想もしない出来事が起こる場合があります。例えば、大災害やイ

ンフルエンザの流行などによる超過死亡、すなわち通常の予測を超えて発生するリスク

に対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の

一つがソルベンシー・マージン比率です。
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区分
平成２６年度 平成２７年度

取得価格 時価 評価損益 取得価格 時価 評価損益
売買目的有価証券 － － － － － －
満期保有目的有価証券 － － － － － －
その他の有価証券 １８３，７１６ １８９，９５７ ６，２４１ １９２，７０８ ２０４，５１３ １１，８０５

合計 １８３，７１６ １８９，９５７ ６，２４１ １９２，７０８ ２０４，５１３ １１，８０５

（単位：千円）

＊国債にて供託している有価証券７９，０００千円を含んで計算しております。

３．有価証券または金銭信託の取得価額または契約価額、時価および評価損益

⑴有価証券

⑵金銭信託
該当事項はありません。

４．公衆の縦覧に供する書類に関する会計監査人の監査の有無

当社は会計監査人の監査は受けておりません。

５．計算書類に関する会計監査人の監査証明の有無

金融商品取引法第１９３条の２の規定に基づく公認会計士または監査法人の監査は受け

ておりません。なお、当事業年度の計算書類につきましては、監査役による監査を受け、

適正に作成および表示されていることの報告を受けております。

（平成２８年５月３１日付 監査報告書）
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[登録番号] 関東財務局長(少額短期保険)第18号
[本社] 〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-8-16 平田ビル6階  
[TEL] 03-3233-0211（代表）


